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本 紙 に 関 す る ご 意 見 、
ご 要 望 を お 寄 せ く だ さ い 。

〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目２番45号
TEL.0234-22-5111（代表） FAX.0234-26-3688
E-mail koho@city.sakata.lg.jp
酒田市ホームページURL http://www.city.sakata.lg.jp/

〒999-8292 酒田市観音寺字寺ノ下41番地
TEL.0234-64-3111（代表） FAX.0234-64-3110
〒999-6861 酒田市字山田27番地の４
TEL.0234-62-2611（代表） FAX.0234-62-2618
〒999-6711 酒田市飛鳥字契約場30番地
TEL.0234-52-3111（代表） FAX.0234-52-3116

酒田市政策推進課

八幡総合支所

松山総合支所

平田総合支所

◎インフォメーションさかた
酒田市からのさまざまな情報を
お知らせします

［月曜〜金曜日］午前８時〜、
午後０時２０分〜

［金曜日］午後５時４５分〜

◎災害が起こったら
酒田エフエム放送ラジオで
ＦＭ７６.１メガヘルツ

2.17
2014 ｜平成２6年
酒田市広報  Ｎｏ.200
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齋藤 凪
な ぎ
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［1歳3か月／亀ケ崎二丁目］

齋藤辰幸さん、桜さんの長男
おおむね2歳未満の赤ちゃんが対象です。
申し込みは市政策推進課広報広聴係へ ☎26-5706。掲載赤ちゃん募集中
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［1歳5か月／曙町一丁目］
廣戸嘉朗さん、麻里奈さんの長男
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　交通災害共済の見舞金の請求期間は、事故発生日から1年間です。交通事故によるけがのため治療や診断
を受けた加入者で、まだ見舞金の請求手続きをしていない方は、早めに請求してください。

　加入を希望する方は加入申込書（会員証）に必要事項を記入し、会費を添え、自治会や交通安全母の会など
で行う取りまとめの際にお渡しください。手渡しができない場合は、市役所1階まちづくり推進課または各総合支
所地域振興課へ持参してください。
◆申込書は2月中旬以降に、郵送または自治会などの手渡しにより配布します。

　酒田市交通災害共済は「かけて安心1日1円」を合言葉に、会員の皆さんが出し合った会費の中から、不幸に
して交通事故に遭われ医療機関などの治療を受けられた方へ見舞金を贈る制度です。加入は任意ですが「お
互いを助け合う」制度ですので、ご協力をお願いします。不慮の事故に備え、家族みんなで加入しましょう。

問�市まちづくり推進課市民相談室 ☎26-5726、八幡総合支所地域振興課 ☎64-3111
　松山総合支所地域振興課 ☎62-2611、平田総合支所地域振興課 ☎52-3910

見舞金額表
等級 種　　別 金  額
１ 死亡した場合 100万円

２
重度障がい（自動車損害賠償保障法施行
令の別表第1級又は第2級の各号に掲げ
る後遺障がい）を受けた場合

80万円

３ 8か月以上の治療を要する傷害を受け、
かつ180日以上の入院を要した場合 50万円

４ 7か月以上の治療を要する傷害を受け、
かつ120日以上の入院を要した場合 35万円

５ 6か月以上の治療を要する傷害を受け、
かつ60日以上の入院を要した場合 20万円

６ 8か月以上の治療を要した場合 10万円
７ 7か月以上の治療を要した場合 8万円
８ 6か月以上の治療を要した場合 7万円
９ 5か月以上の治療を要した場合 6万円
10 4か月以上の治療を要した場合 5万円
11 3か月以上の治療を要した場合 4万円
12 2か月以上の治療を要した場合 3万円
13 1か月以上の治療を要した場合 2万円
14 1か月未満の治療を要した場合 1万円

大  人　360円　
子ども　180円（4月時点で中学生以下の方）
◆今年小学校へ入学する児童の皆さんには、本市
からのお祝いとして学校を通して会員証を贈りま
すので無料です。

見舞金の請求を忘れていませんか？

申込書は自宅へ届きます

平成26年度の予約加入申し込みが始まります

酒田市交通災害共済にご加入ください
かけて安心1日1円

会 費

自治会などを通して申し込むか、直接市役所1階ま
ちづくり推進課、または各総合支所地域振興課で
申し込みできます

加入申し込み

本市に住民登録している方
◆3月末までに本市から転出する方は加入できま
せん。

加入資格

右表の通り。他に交通遺児年金として、遺児1人に
つき年額6万円お見舞金の額

車やバイク、自転車など道路交通法に規定する車
両が関連する交通人身事故支給対象

2月17日（月）〜3月31日（月）予約加入申込期間

4月1日〜平成27年3月31日
◆4月1日以降も、随時加入の受け付けをしていま
すが、その場合は加入時から対象となります。

共済期間


